
※「登記相談」から「登記⼿続案内」に変わりました。

登記の申請書と法定相続情報証明制度の様式・作成方法
については，「法務局ホームページ」でご案内しています。

クリックすると法務局ホームページに移動します。

「登記手続案内」の予約の申込みなどのお問合せ先

ご自身で申請書等の作成が難しい，時間がない，という方は，こちらにご相談ください。

静岡県
司法書士会

ＴＥＬ ０５４－２８９－３７０４
(無料電話相談 月～金 14:00～17:00)

ＴＥＬ ０５４－２８９－３７００
(無料面談予約 月～金 9:00～17:00)

静岡県
土地家屋
調査士会

ＴＥＬ ０５４－２８２－０６００

静岡県司法書士会 静岡県土地家屋調査士会

申請書や添付書類等の様式は，ホームページからダウンロードできます。

クリック クリック クリック

静岡地方法務局 庁名 所　在
電 話 番 号

（ 音声ガイダンス２番 ）

本 局 (不動産登記部門) 静岡市葵区追手町 ９－ ５０ 054-254-3555

清 水 出 張 所 静岡市清水区松原町２－１５ 054-351-4481

藤 枝 支 局 藤 枝 市 青 木 一 丁 目 ４ － １ 054-641-1158

沼 津 支 局 沼 津 市 杉 崎 町 ６ － ２ ０ 055-923-1201

富 士 支 局 富士市中央町二丁目７－７ 0545-53-1200

熱 海 出 張 所 熱 海 市 福 道 町 ７ － ３ ０ 0557-81-2586

下 田 支 局 下田 市西 本郷 ２－ ５－ ３３ 0558-22-0534

浜 松 支 局 浜松市中区中央１－１２－４ 053-454-1396

磐 田 出 張 所 磐 田 市 見 付 ３ ５ ９ ９ － ６ 0538-32-2618

袋 井 支 局 袋 井 市 袋 井 ３ ６ ６ 0538-42-3545

掛 川 支 局 掛 川 市亀 の甲 ２－ １６－２ 0537-22-5538

本 局 (法人登記部 門) 静岡市葵区追手町 ９－ ５０ 054-254-3555

浜 松 支 局 浜松市中区中央１－１２－４ 053-454-1396

沼 津 支 局 沼 津 市 杉 崎 町 ６ － ２ ０ 055-923-1201

不 動 産

の

登　記

商業・法人

の

登　記

ホームページの申請書等の様式・作成方法をご覧になったうえで，ご不明な点がありましたら，電話で「登記手続
案内」の予約をお申込みください。

登記手続案内は完全予約制です。予約のない場合は，お受けできません。

現在，登記手続案内は，新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から窓口での対面による手続案内に代えて，電話
による手続案内とさせていただいております。予約された日時に，担当がお客様へ電話をかけてのご対応とさ

せていただいています。窓口での対面による手続案内は行っていません。

予約制
電話で

ご予約ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/static/click_map01.html
http://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/table/shikyokutou/all.html


登記手続案内をご利用のみなさまへお知らせ

予 約
について

・登記手続案内は完全予約制です。
事前に電話でお申込みください。

お近くの法務局に
電話でお申し込み
ください。

登記⼿続案内
の予約をお願
いします。

ご予約の際は，お名
前，連絡先（電話番
号），登記の手続内容
をお知らせください。

〇⽉〇⽇〇曜⽇，
〇時からのご予約
を承りました。
予約番号は
〇番です。

予約時間に担当者
からお電話します。

登記手続案内の予約方法

対象者
について

・登記手続案内は，登記の申請に関する申請予定者
本人や法定相続情報一覧図の申出予定者本人を対象
としています。

案内
時間

について

・登記手続案内は２０分以内とさせていただきます。
（継続して登記手続案内の必要が生じた場合は，次回
の予約をお取りください。）

案内
内容

について

・申請書等の書き方，必要な書類等について
一般的な説明のみを電話により行います。
・申請書や添付書類は，ご自身で作成をお願いします。

ご注意

・登記手続案内では，申請書及び添付書面の事前確認
（事前審査）はできません。内容の審査は，申請の受付
後，登記官が行います。
・司法書士や土地家屋調査士などの資格を持っていな
い方が他人の依頼を受けて登記申請書を作成したり，
代理人として登記申請をする行為は，法律に違反する
場合がありますのでご注意ください。

ご予約をいただ
いた○○さまで
しょうか。


